
◆水道料金は、１１月請求分（９・１０月使用分）から変わります

　平成１４年に改定した水道料金を現在まで維持してきましたが、工事費に必要な資金の借入返済や支払利

息、物価上昇などの不確定要素による一般経費の増加により、今後実質赤字が累積していく、厳しい経営状

況となっています。そのため、１１月請求分（９・１０月使用分）から、水道料金の改定を行います。（※詳しくは同

封のチラシ「伊予市水道課からのお知らせ」をご覧ください。）

　使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ　水道課（内線７１１・７１２・７２４）

超過料金（月額）

超過料金１㎥につき

改定後

１１０円

１３０円

１５０円

１８０円

１９０円

※現行の４段階から５段階へ細分化されました

１４０円

１８０円

２００円

２１０円

１５０円

１９０円

２２０円

２３０円

１００円

２７０円

現　行

１１０円

１１０円

１４０円

１６０円

１７０円

１３０円

１６０円

１８０円

１９０円

１４０円

１７０円

２００円

２１０円

９０円

２４０円

超過水量

８㎥を超え１５㎥まで

１５㎥を超え２０㎥まで

２０㎥を超え３０㎥まで

３０㎥を超え５０㎥まで

５０㎥を超えるもの

８㎥を超え２０㎥まで

２０㎥を超え３０㎥まで

３０㎥を超え５０㎥まで

５０㎥を超えるもの

８㎥を超え２０㎥まで

２０㎥を超え３０㎥まで

３０㎥を超え５０㎥まで

５０㎥を超えるもの

１５０㎥を超えるもの

　１㎥につき（変更なし）

段　階

第１

第２

第３

第４

第５

第１

第２

第３

第４

第１

第２

第３

第４

第１

基本料金（月額）

基本料金

改定後

変更なし

変更なし

変更なし

１０，０００円

現　行

８５０円

１，０２０円

１，１３０円

８，０００円

基本水量

改定後

８㎥

まで

変更なし

現　行

１０㎥

まで

１５０㎥まで

用　途

家庭用

団体用

営業用

湯屋用

船舶用・臨時用

口　径 １３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ３０㎜ ４０㎜ ５０㎜ ７５㎜ １００㎜ １５０㎜

使用料 １１０円 ２４０円 ３００円 ４４０円 ５５０円 ２，６００円 ３，３００円 ４，４００円 ７，７００円

水道料金表

水道メーター使用料（月額）

２０１１．８ 広報いよし (�)

※水道メーター使用料は変更ありません。

◆下水道使用料は、平成２４年５月請求分（３・４月使用分）から変わります

水道料金（本庁地区）と

下水道使用料（　　　）を改定します

水道料金の改定

※下水道使用料改定については、「広報いよし９月号」に掲載します。

本庁地区・
中山地区の一部

（消費税抜き）

（消費税抜き）


